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令和６年度 第１８回人事委員会 会議結果 

 

一 日 時     令和６年１２月２０日（金） 午後３時から３時４５分まで 

 

二 場 所     人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  中 本 久美子 

         委   員  細 田 耕 治 

         委   員  小 松 哲 也 

２ 事務局職員  事 務 局 長  山 本 雅 美  次長兼給与課長  灘 尾 幸 三 

任 用 課 長  尾 田 聡 子  係     長  淺 田 瑞 生 

係   長  山 口 玲 夏  係     長  河 崎 卓 哉 

主   事  小 谷 健 太  主     事  蓮 佛 藍 子 

※事務局職員の委員室への入室は説明者など必要最小限の人数とし、必要に応じ

て執務室から呼び出す形で対応 

３ 傍聴者    なし 

 

四 議 題 

議案第１号 鳥取県職員採用試験（令和７年４月採用予定 障がい者対象（身体、精神）・高校卒業

程度）の採用候補者の決定について 

議案第２号 職員の採用選考について 

議案第３号 断続的労働に従事する者に対する労働時間等に関する規定の適用除外の許可について 

議案第４号 人事委員会規則等の改正及び定めの制定について（勧告関係） 

議案第５号 選考により採用する職に係る承認について（講師（看護教員）） 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議案第３号から第５号は公開、

議案第１号及び第２号は非公開とすることについて全員の合意を得た。 

 

◇議案第１号 

鳥取県職員採用試験（令和７年４月採用予定 障がい者対象（身体、精神）・高校卒業程度）の採用候

補者の決定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

◇議案第２号 

職員の採用選考について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

◇議案第３号 

断続的労働に従事する者に対する労働時間等に関する規定の適用除外の許可について、事務局が説明

し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

鳥取県福祉相談センター所長、鳥取県中部総合事務所長及び鳥取県西部総合事務所長から断続的労働

に従事する者に対する労働時間等に関する労働基準法の一部の規定の適用除外許可について以下のとお

り申請があり、適当と認められるので、申請のとおり許可する。 
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１ 申請の内容 

  福祉相談センター、倉吉児童相談所及び米子児童相談所の一時保護所において、保護児童の睡眠状

況等を点検する巡視業務を行うため断続的労働（宿直勤務）を行うことに伴う「断続的労働に従事す

る者に対する労働時間等に関する規定の適用除外」の申請。 

（経緯） 

・令和５年７月５日付けで人事企画課から、夜間指導員、夜間支援員（以下「夜間指導員等」とい

う。）は、単純労務職員には該当しないことが示され、官公署等の夜間指導員等に係る労働基準監

督機関は、労働基準監督署ではなく人事委員会となった。 

・その際、既に労働基準監督署から受けていた許可は無効と整理されたが、その後、「断続的労働に

従事する者に対する適用除外許可」の申請が当方になされておらず、この度申請があったもの。 

 

２ 監視又は断続的労働に従事する者について 

・監視又は断続的労働に従事する者は、本来の業務としてこれらの労働に従事する者と、本来の業務

に加えて宿日直勤務でこれらの労働に従事する者とに分けられる。今回の申請は前者に係るもの。 

・断続的労働とは、作業自体が本来間欠的に行われるもので、したがって、作業時間が長く継続する

ことなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断するというように繰

り返されるものである。 

・通常の労働者と比較して労働密度が疎らであり、労働時間、休憩、休日の規定を適用しなくても必

ずしも労働者保護に欠けるところがないので、労働基準法第 41 条によって適用除外を可能とされて

いる（今回の事案における労働条件では休憩時間に関する規定の適用除外許可が必要。）。 

 

３ 許可の要件（厚労省の通達等による） 

 ・断続的労働に従事する者は、休憩時間は少ないが手待時間が多く、手待時間が実作業時間を上回る

ものであること。 

 ・特に危険な業務、相当の精神的緊張を要する業務には従事させないこと。 

 

４ 申請内容の検討 

（１）断続的労働の態様 夕食等の共食、児童の生活指導及び巡視等→精神的緊張度の高い労働ではな

い。 

  →手待時間が全労働時間のうち実労働時間を上回っている。 

 

（２）対象者  

 

 

 

 

 

 

 

所属 
区  分 

勤  務  状  況 
全労働時間 実労働時間 手待時間 

福祉相談センター １５時間１５分 ７時間２５分 ７時間５０分 
始業：１７時１５分 ～  

終業：翌８時３０分 

巡視２回 ５～10 分程度  

倉吉児童相談所 １５時間１５分 ７時間２０分 ７時間５５分 

米子児童相談所 １５時間１５分 ７時間２０分 ７時間５５分 

所属 職名 人数 １週間あたりの勤務回数 

福祉相談センター 一時保護支援員 ７人 

１～２回 倉吉児童相談所 
夜間指導員 １人 

一時保護支援員 ８人 

米子児童相談所 一時保護支援員 １０人 
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５ 人事委員会の判断 

夜間指導員等の労働の態様は、児童と食事を共にし、児童の生活指導及び行動観察を行うものであ

り、手待時間は一回の勤務時間数の約半数以上に及ぶ。危険性や精神的緊張度は低く、通常の労働者

と比較して労働密度が疎らであるため、労働時間、休憩、休日の規定を適用しなくても必ずしも労働

者保護に欠けるところがないものと認められる。 

厚生労働省の通達等の趣旨にも照らし、当該申請内容は断続的労働に従事する者に該当するもので

あり、以下の許可条件を附したうえで許可することが適当である。 

（許可の条件） 

（１）断続的労働に従事する者の人数は申請書のとおりとすること。 

（２）精神緊張度の高い労働につかせる等許可した勤務の態様と異なる勤務に従事させないこと。 

（３）断続的労働については、実際に作業する時間の合計がいわゆる手待時間の合計よりも少なく、

かつ、実際に作業する時間の合計が８時間以内であること。 

 

６ 許可日 議決日 

 

◇議案第４号 

人事委員会規則等の改正及び定めの制定（勧告関係）について、事務局が説明し、原案のとおり決定

した。 

 

【説 明】 

 以下のとおり規則等の一部を改正し、定めを制定する。 

 

１ 改正する規則等及び制定する定めの名称 

（１）規則等の一部改正 

  ① 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和 41 年鳥取県人事委員会規則第４号） 

  ② 管理職手当に関する規則（昭和 33 年鳥取県人事委員会規則第 22 号） 

  ③ 職員等の給与の支給に関する規則（昭和 27 年鳥取県人事委員会規則第３号） 

  ④ 初任給調整手当の支給に関する規則（昭和 37 年鳥取県人事委員会規則第 10 号） 

  ⑤ 期末手当及び勤勉手当の運用について（昭和 41 年２月１日発鳥人委第 12 号） 

（２）定めの制定 

○ 令和６年改正条例附則第２項等の「人事委員会が定める者」について 

 

２ 概要 

  本委員会の「職員の給与に関する勧告」（以下「勧告」という。）に基づく、職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例（令和６年鳥取県条例第 47 号。以下「改正条例」という。）が可

決されたことを踏まえ、関係規則等について所要の改正及び定めの制定を行う。 

（１）規則等の一部改正 

  ① 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則 

勧告による勤勉手当の支給月数の引上げ（年間 1.75 月分→1.85 月分（0.10 月分）／Ｒ６年

＝６月期：0.875 月・同 12 月期：0.975 月、Ｒ７年＝0.925 月）を踏まえ、勤勉手当の成績率を

改正する。 
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根

拠 

成績 

区分 
成績率の範囲の改定方針 

一般職員の場合 会計年度任用職員の場合 

現行 
Ｒ６年 

12 月期 
Ｒ７年度～ 現行 

Ｒ６年 

12 月期 
Ｒ７年度～ 

規   

   

則 

特に 

優秀 

＜一般職員のみ＞ 

上限：勤勉手当の支給月数の２

倍 

下限：「良好（標準）」に対する

比が現行と同程度となるよう設

定 

1.75 以下 

1.02 以上 

1.95 以下 

1.12 以上 

1.85 以下 

1.07 以上 
－ － － 

優秀 

＜一般職員＞ 

「良好（標準）」に対する比が現

行と同程度となるよう設定 

＜会計年度任用職員＞ 

条例値 超 

1.02 未満 

0.945 以上 

1.12 未満 

1.045 以上 

1.07 未満 

0.995 以上 
0.77 超 0.87 超 0.82 超 

良好 

(標準) 

＜一般職員＞ 

勤勉手当の支給月数と同様に引

上げ 

＜会計年度任用職員＞ 

上限：条例値 

下限：条例値に一般職員の「良

好（標準）」の成績率に対する条

例値の比率を乗じる 

0.86 0.96 0.91 
0.755 以上 

0.77 以下 

0.855 以上 

0.87 以下 

0.805 以上

0.82 以下 

良好 

でない 

＜一般職員＞ 

国の「良好でない」と「良好（標

準）」の比を基に設定 

＜会計年度任用職員＞ 

「良好（標準）」の下限未満 

0.785 以下 0.875 以下 0.83 以下 0.755 未満 0.855 未満 0.805 未満

通

知 

戒告 ＜一般職員＞ 

「良好（標準）」に対する現行の

比率を概ね維持、成績率の上限

値が等間隔となるように調整

（役職段階が高くなるほど厳し

い措置となることを基本） 

＜会計年度任用職員＞ 

一般職員の「良好（標準）」の成

績率に対する懲戒処分ごとの成

績率の比率との均衡を考慮 

0.54 以下 0.54 以下 0.54 以下 0.485 以下 0.485 以下 0.485 以下

減給 0.43 以下 0.43 以下 0.43 以下 0.385 以下 0.385 以下 0.385 以下

停職 0.32 以下 0.32 以下 0.32 以下 0.285 以下 0.285 以下 0.285 以下

 ※改定方針については、変更なし。 
 
  ② 管理職手当に関する規則 

       管理職手当の上限（※）の算定基礎となる給料月額が改定されることに伴い、手当額を改正す

る。 

    ※職務の級における最高号給の給料月額の 25／100 

  ③ 職員等の給与の支給に関する規則 

       第１号会計年度任用職員の報酬の上限の算定基礎となる給料月額が改定されることに伴い、上

限額を改正する。 
 

＜行政職給料表の適用を受ける第１号会計年度任用職員の報酬の上限（「特定の学識、経験等に基

づく高度の専門性又は特殊性を要する職」以外）＞ 



- 5 - 

 

 

月額 日額 時間額 勤務一回当たりの額 

197,900 円  

(180,500 円） 

11,640 円  

(10,620 円) 

1,520 円  

(1,390 円) 

25,840 円  

(23,630 円) 

        ※下段の( )書きは現行の上限額。 
 
  ④ 初任給調整手当の支給に関する規則 

       医師等に対する初任給調整手当の上限額の引上げを踏まえ、手当額を改正する。（国準拠） 
 
  ⑤ 期末手当及び勤勉手当の運用について 

      勧告による勤勉手当の支給月数の引上げを踏まえ、勤勉手当の額の総額の上限を改正する。 

（２）定めの制定 

  ○ 令和６年改正条例附則第２項等の「人事委員会が定める者」について 

改正条例の施行日時点で給与条例に定める給料表の適用を受ける職員等ではない者のうち、

改正条例による給与差額追給の対象となる者（任用の実情を考慮し職員に準ずる取扱いをす

ることが適当と認める者（※））を規定する。 ※国家公務員・他の地方公務員（人事交流

によるもの）、企業局・病院局職員 

 

３ 施行（適用）日 

（１）施行日 

改正条例の施行日 

（２）適用日 

１（１）①及び⑤のうちＲ６年 12 月に支給する勤勉手当に関する事項＝Ｒ６年 12 月１日 

１（１）①及び⑤のうちＲ７年度以降に支給する勤勉手当に関する事項＝Ｒ７年４月１日 

１（１）②～④＝Ｒ６年４月１日 

（２）＝改正条例の施行日 

 

◇議案第５号 

選考により採用する職（講師（看護教員））に係る承認について、事務局が説明し、原案のとおり決定

した。 

 

【説 明】 

職員の任用に関する規則第１９条第２項の規定に基づく選考職の承認について、鳥取県知事から以下

のとおり申請があり、適当と認められるので申請のとおり承認する。 

 

１ 申請理由 

申請のあった職 採用予定者数 申請理由 

講師 

（看護教員） 
１名程度 

専門性の高い職種で、配置換や競争試験等による人員確保

が困難な状況であるところ、今後の職員の退職等を勘案し、

当該職種の職員を採用する必要があるため。 

 

２ 採用予定日 

令和７年４月１日 

※採用候補者と調整の上、それ以前に採用する場合もあり得る。 

 

３ 配属先及び職務内容 

（１）配属先     

      鳥取看護専門学校、倉吉総合看護専門学校 
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（２）職務内容 

看護師等養成施設において、講師（専任教員）として、講義（看護専門科目）、実習指導、学生

指導等に従事 

 

４ 能力実証の方法 

知事部局において選考試験を実施 

（１）受験資格 

ア 年齢要件 

昭和４０年４月２日以降に生まれた人（５９歳以下） 

  イ 資格・免許等 

保健師助産師看護師法第７条に規定する看護師免許を有する人で、次の①、②のいずれかに該

当する人（令和７年３月３１日までに該当する見込みの人を含む） 

①保健師、助産師又は看護師として５年以上業務に従事した人で、専任教員として必要な研修

（※１）を修了した人、又は看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認

められる人 

②保健師、助産師又は看護師として基礎看護、成人看護、老年看護、小児看護、母性看護、精

神看護又は在宅看護に係る業務のうちいずれかの業務に３年以上従事した人で、学校教育法

における大学において教育に関する科目（※２）を履修して卒業した人又は大学院において

教育に関する科目を履修した人（教育に関する科目の履修は４単位以上必要） 

※１ 厚生労働省が認定した専任教員養成講習会（旧厚生省が委託実施したもの及び厚生労働

省が認定した看護教員養成講習会を含む。）、旧厚生労働省看護研修研究センターの看護教

員養成課程、国立保健医療科学院の専門課程（平成１４年度及び平成１５年度 旧国立公

衆衛生院の専攻課程看護コースを含む。）及び専門課程地域保健福祉分野（平成１６年度） 

※２ 教育の本質・目標、心身の発達と学習の過程、教育の方法・技術及び教科教育法に関す

る科目 

（２）選定方法 

○経歴評定 職務遂行に必要な経歴、専門性等について評定 

○論文試験 公務員として必要な識見、思考力、表現力などの能力についての筆記試験 

○人物試験 個別面接による人物、専門知識についての口述試験 

 

５ 試験実施スケジュール（予定） 

   １２月２０日（金）  募集開始 

    １月２４日（金）  募集締切 

    ２月 ２日（日）  試験日 

    ２月上旬      合格発表 

 

６ 人事委員会の判断 

上記の職は「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要する

もの」として整理されている職であり、また、選定方法も適当であると判断する。 

 

【質疑等】 

委 員：応募の見込みはあるか。 

事務局：任命権者において、看護師のネットワーク等を活用しながら募集活動を行う予定である。 

 

六 次回人事委員会の開催 

  令和７年１月１５日（水）午前１０時００分から開催することとした。 

 


